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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前面板と、背面板と、左右両側面板と、底板と、この底板と反対側の開口部を閉じる蓋板
とによって構成される紙箱において、上記底板と、上記前面板の下縁を底辺とする前面側
の二等辺三角形領域と、上記背面板の下縁を底辺とする背面側の二等辺三角形領域とを内
側に折り込んで箱全体を上記左右両側板が相接近する扁平状態に変形させるための折り目
が設けられたことを特徴とする紙箱。
【請求項２】
折り目として、前面板の中心線上に前面側縦折り線、背面板の中心線上に背面側縦折り線
がそれぞれ設けられるとともに、上記前面側及び背面側縦折り線の中間点を頂点とする二
等辺三角形領域を前面板及び背面板の下部に対称に形成する斜め折り線が設けられたこと
を特徴とする請求項１記載の紙箱。
【請求項３】
背面側縦折り線が、背面板と、この背面板に連設された蓋板とに跨って設けられたことを
特徴とする請求項２記載の紙箱。
【請求項４】
前面側及び背面側両縦折り線が、底板を縦断して連続する状態で設けられたことを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の紙箱。
【請求項５】
底板の中央部に底面から見てＸ字形の底折り線が設けられたことを特徴とする請求項１乃
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至４のいずれか１項に記載の紙箱。
【請求項６】
前面側の斜め折り線の延長上に、前面板上縁を底辺とする二等辺三角形領域を内側に折り
込むための前面側補助斜め折り線、背面側斜め折り線の延長上に、背面板の上縁を底辺と
する二等辺三角形領域を内側に折り込むための背面側補助斜め折り線がそれぞれ設けられ
たことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の紙箱。
【請求項７】
各折り線が、紙材を厚み方向に貫通しない非貫通の折り目として設けられたことを特徴と
する請求項１乃至６のいずれか１項に記載の紙箱。
【請求項８】
各折り線が箱内面側に設けられたことを特徴とする請求項７記載の紙箱。
【請求項９】
紙材として段ボールが用いられ、各折り線が、段ボールを片面側から圧縮して凹ませる罫
線として形成されたことを特徴とする請求項７または８記載の紙箱。
【請求項１０】
紙材として段ボールが用いられ、各折り線が、段ボールの片側ライナーのみを残した切り
込みである半切り線として形成されたことを特徴とする請求項７または８記載の紙箱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は使用後の廃棄に便利なように箱全体を扁平に変形させる紙箱に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
前面板と背面板と左右両側面板と蓋板とによって構成される紙箱においては、使用後の廃
棄や保管に際して嵩張らない扁平状態に解体できることが望まれる。
【０００３】
この場合、内外側板を貼り合わせて左右両側面を構成する貼り合わせ式の紙箱は、組立式
の紙箱と異なり展開させることができないため、箱全体を押し潰して扁平化することとな
る。
【０００４】
従来、この扁平化を容易にする技術として、特許文献１に示されているように、扁平化の
抵抗となる部分（たとえば底板）を本体部分から分離させるために、予め、分離させたい
部分を囲んで切れ目（ミシン目またはジッパー）を入れておき、この切れ目に沿って一部
を破断するようにした技術が提案されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００２－２１１５４８号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、この公知技術によると、次のような欠点があった。
【０００７】
▲１▼　一部を破断する（場合によっては破り取る）破断操作が必要となり、かつ、破断
のための比較的大きな力が必要であるとともに破り損じもあり、さらに破断に伴う紙粉の
処置も必要となる等、処理が面倒で手間を要する。
【０００８】
▲２▼　一部を破り取る場合には、本体部分とこの破り取り片の二つのピースに分かれる
ため、廃棄に不便となる。
【０００９】
▲３▼　一度解体（扁平化）すると、復元不可能であるため、再利用できない。
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【００１０】
そこで本発明は、扁平化の処理を容易化、迅速化できるとともに、一部材として廃棄、保
管でき、しかも復元・再利用が可能な紙箱を提供するものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、前面板と、背面板と、左右両側面板と、底板と、この底板と反対側の
開口部を閉じる蓋板とによって構成される紙箱において、上記底板と、上記前面板の下縁
を底辺とする前面側の二等辺三角形領域と、上記背面板の下縁を底辺とする背面側の二等
辺三角形領域とを内側に折り込んで箱全体を上記左右両側板が相接近する扁平状態に変形
させるための折り目が設けられたものである。
【００１２】
請求項２の発明は、請求項１の構成において、折り目として、前面板の中心線上に前面側
縦折り線、背面板の中心線上に背面側縦折り線がそれぞれ設けられるとともに、上記前面
側及び背面側縦折り線の中間点を頂点とする二等辺三角形領域を前面板及び背面板の下部
に対称に形成する斜め折り線が設けられたものである。
【００１３】
請求項３の発明は、請求項２の構成において、背面側縦折り線が、背面板と、この背面板
に連設された蓋板とに跨って設けられたものである。
【００１４】
請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれかの構成において、前面側及び背面側両縦折
り線が、底板を縦断して連続する状態で設けられたものである。
【００１５】
請求項５の発明は、請求項１乃至４のいずれかの構成において、底板の中央部に底面から
見てＸ字形の底折り線が設けられたものである。
【００１６】
請求項６の発明は、請求項１乃至５のいずれかの構成において、前面側の斜め折り線の延
長上に、前面板上縁を底辺とする二等辺三角形領域を内側に折り込むための前面側補助斜
め折り線、背面側斜め折り線の延長上に、背面板の上縁を底辺とする二等辺三角形領域を
内側に折り込むための背面側補助斜め折り線がそれぞれ設けられたものである。
【００１７】
請求項７の発明は、請求項１乃至６のいずれかの構成において、各折り線が、紙材を厚み
方向に貫通しない非貫通の折り目として設けられたものである。
【００１８】
請求項８の発明は、請求項７の構成において、各折り線が箱内面側に設けられたものであ
る。
【００１９】
請求項９の発明は、請求項７または８の構成において、紙材として段ボールが用いられ、
各折り線が、段ボールを片面側から圧縮して凹ませる罫線として形成されたものである。
【００２０】
請求項１０の発明は、請求項７または８の構成において、紙材として段ボールが用いられ
、各折り線が、段ボールの片側ライナーのみを残した切り込みである半切り線として形成
されたものである。
【００２１】
上記構成によると、公知技術のように一部を破断するのではなく、底板と、前面側及び背
面側の二等辺三角形領域を折り目（請求項２では前面側及び背面側縦折り線と斜め折り線
）により内側に折り込んで全体を扁平に潰すことができるため、破断片も紙粉も生じない
し、破り取るための大きな力も不要で破り損じ等のトラブルもなく、誰でも簡単、迅速に
扁平化することができる。
【００２２】
しかも、破断せずに箱全体をそのまま変形させるため、復元が容易で再利用が可能となる
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。
【００２３】
この場合、請求項３の構成によると、背面側の縦折り線が背面板と蓋板とに跨って設けら
れているため、蓋板が背面板とともに外折れに折れ易くなる。
【００２４】
一方、請求項４の構成によると、前面側及び背面側の縦折り線が底板を縦断する状態で連
続して設けられているため、変形始点となる底板中心部を内側に折り込み易くなる。
【００２５】
このため、箱全体が変形し易くなり、扁平化操作が一層簡単となる。
【００２６】
また、請求項５の構成によると、底板中央部に底面から見てＸ字形の底折り線が設けられ
ているため、底板がよりスムーズに折り込まれ、かつ、箱がより扁平となる。
【００２７】
請求項６の構成によると、前面側及び背面側の上部二等辺三角形領域も補助斜め折り線に
よって内側に折り込まれるため、大形の箱でもコンパクトに変形させることができる。
【００２８】
請求項７～１０の構成によると、各折り線が、紙材を厚み方向に貫通しない非貫通の折り
目（請求項９では段ボールを片側から圧縮して凹ませる罫線、請求項１０では段ボールの
片側ライナーのみを残した半切り線）として設けられているため、ミシン目やジッパー等
の貫通した切れ目を設ける場合と比較して、箱の強度低下を抑えることができる。とくに
各折り線が罫線として形成された請求項９の構成によると、強度低下が最小限に抑えられ
る。
【００２９】
また、請求項１０の構成によると、各折り線が箱内面側に設けられ、この折り線が外部に
露呈しないため、箱の美観を保つことができる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態を図によって説明する。
【００３１】
以下の実施形態では、環状の蛍光灯を包装する段ボール製の紙箱を適用対称として例にと
っている。
【００３２】
第１実施形態（図１～図３参照）
図１にこの紙箱の組立（貼り合わせ）状態、図２に同組立前の展開状態をそれぞれ示す。
【００３３】
この紙箱は、図１，２に示すように前面板１と、背面板２と、左右両側面板３，４と、底
板５と、背面板２に連設された蓋板６とを有する。
【００３４】
左右両側面板３，４は、図２に示すように前面板１の左右両側に延設された外側板３ａ，
４ａと、背面板２の左右両側に延設された内側板３ｂ，４ｂとを貼り合わせて構成され、
前面板１と背面板２がこの左右両側面板３，４と底板５でつながれ、かつ、底板５と反対
側の開口部が、背面板２に連設された蓋板６で閉じられて扁平な直方体状の紙箱が構成さ
れる。
【００３５】
この紙箱には、箱内面側において、前面側と背面側にそれぞれ使用後に箱全体を扁平に変
形させる際の折り目となる次のような折り線が設けられている。
【００３６】
すなわち、前面板１の中心線上に前面側縦折り線７、背面板２の中心線上に背面側縦折り
線８がそれぞれ設けられるとともに、前面側縦折り線７の中間点と前面板１の下縁左右両
端との間に前面側斜め折り線９，９、背面側縦折り線８の中間点と背面板２の下縁左右両
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端との間に背面側斜め折り線１０，１０がそれぞれ設けられている。
【００３７】
ここで、前面側二本の斜め折り線９，９は前面側縦折り線７の下半部７ａを挟んで左右対
称に、また背面側二本の斜め折り線１０，１０は背面側縦折り線８の下半部８ａを挟んで
左右対称にそれぞれ設けられ、かつ、前面側と背面側の対応する各折り線同士も底板５を
挟んで対称に設けられている。
【００３８】
これにより、前面板１の下部に前面板下縁を底辺とする前面側の二等辺三角形領域Ａ１、
背面板２の下部に背面板下縁を底辺とする背面側の二等辺三角形領域Ａ２（図１，２にお
いて斜線を付した部分）がそれぞれ区画形成されている。
【００３９】
また、前面側及び背面側両縦折り線７，８は底板５を縦断して相連続する状態で設けられ
ている。図１，２中、１１はこの縦折り線７，８における底板縦断部分である。さらに、
背面側縦折り線８は背面板２と蓋板６とに跨って設けられている。
【００４０】
図２において、箱を組立てるための折り目と上記折り線７～１０とを区別するために前者
を実線、後者を破線でそれぞれ示している。
【００４１】
なお、前面側及び背面側の二等辺三角形領域（以下、折り込み領域という）Ａ１，Ａ２に
おける底辺と斜辺（斜め折り線９，１０）のなす角度θは、後述する扁平化の際の抵抗が
小さくてすむ点で４５゜前後とするのが望ましい（４５゜が最適である）ことが発明者に
よって確認された。
【００４２】
また、各折り線７，８，９，１０は、段ボールを片面側から厚み方向に圧縮して凹ませた
罫線として形成されている。
【００４３】
さらに、図１に示すように底板５の中心部外面に、扁平化させる際の押圧点を表示する印
（図示のような丸印でもよいし、『ＰＵＳＨ』等の文字でもよい）１２が印刷されている
。
【００４４】
上記構成において、この紙箱を使用後の廃棄や保管のために扁平化する場合は、図３に示
すように、蓋板６を開いた状態で、底板５の中心部（印１２部分）を内側に押し込みなが
ら左右両側面板３，４を相接近する方向に押圧する。
【００４５】
こうすると、図３の（イ）（ロ）に示すように前面側及び背面側の折り込み領域Ａ１，Ａ
２が、縦折り線７，８の下半部７ａ，８ａと斜め折り線９，９，１０，１０に沿って底板
５とともに内側に折り込まれると同時に、他の部分が外折れに折れる。
【００４６】
そして、最終的に（ハ）に示すように左右両側面板３，４が接近した大略五角形の扁平形
状となり、この状態で廃棄または保管される。
【００４７】
この紙箱によると、公知技術のように一部を破断するのではなく、底板５と、前面側及び
背面側の二等辺三角形の折り込み領域Ａ１，Ａ２を内側に折り込んで全体を扁平に潰すこ
とができるため、破断片も紙粉も生じないし、破り取るための大きな力も不要で破り損じ
等のトラブルもなく、誰でも簡単、迅速に扁平化することができる。
【００４８】
しかも、底板５と折り込み領域Ａ１，Ａ２を外側に押し戻すことによって箱全体を簡単に
原形状に復元させることができる。このため、たとえば一般家庭で使用済みの環状蛍光灯
を保存しておく箱等への再利用が可能となる。
【００４９】
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この場合、
▲１▼　背面側の縦折り線８が背面板２と蓋板６とに跨って設けられているため、蓋板６
が背面板２とともに外折れに折れ易くなる。
【００５０】
▲２▼　前面側及び背面側の縦折り線７，８が底板縦断部分１１で連続する状態で設けら
れているため、変形始点となる底板５の中心部を内側に折り込み易くなる。
【００５１】
このため、箱全体が変形し易くなり、扁平化操作が一層簡単となる。
【００５２】
また、各折り線７～１０が、段ボールを厚み方向に貫通しない非貫通の折り目であって、
かつ、段ボールを厚み方向に圧縮しただけの罫線によって形成されているため、ミシン目
やジッパー等の貫通した切れ目を設ける場合と比較して、箱の強度低下を抑えることがで
きる。
【００５３】
一方、各折り線７～１０が箱内面側に設けられ、この折り線７～１０が外部に露呈しない
ため、箱の美観を保つことができる。
【００５４】
なお、各折り線７～１０のすべて、または一部（たとえば縦折り線７，８の下半部７ａ，
８ａ）を、罫線に代えて、段ボールの片側ライナーのみを残した半切り線として形成して
もよい。
【００５５】
また、縦折り線７，８の底板縦断部分１１を全切り線（段ボールの厚み方向に貫通した切
れ目）として形成してもよい。こうすれば、底板５の中心部（ひいては折り込み領域Ａ１
，Ａ２）が一層折り込み易くなる。
【００５６】
あるいは、縦折り線７，８及び斜め折り線９，１０のすべてまたは一部を、全切り部分と
罫線部分が交互に連続するリード罫として形成してもよい。
【００５７】
第２実施形態（図４～図６参照）
以下の実施形態において、第１実施形態と同一部分には同一符号を付して示し、その重複
説明を省略する。
【００５８】
第２実施形態においては、底板５の中央部に、底面から見てＸ字型の底折り線１３が設け
られるとともに、前面側及び背面側双方の折り込み領域Ａ１，Ａ２と底板５とに跨って左
右二本の補助縦折り線１４，１４，１５，１５が縦折り線７，８と平行に設けられている
。
【００５９】
この構成によると、扁平化の初期に、図６に示すように底板５の中央部が外部からの押圧
力により底折り線１３に沿って裂け、簡単に内向きに凹むため、底板５及び折り込み領域
Ａ１，Ａ２を小さい力でスムーズに折り込むことができる。また、底板５の折り込み抵抗
が小さくなることによって箱がより扁平になり易くなる。
【００６０】
なお、底折り線１３及び補助縦折り線１４，１５の種類はとくに限定されず、たとえば底
折り線１３を半切り線、補助縦折り線１４，１５を罫線とする。
【００６１】
第３実施形態（図７，８参照）
第３実施形態においては、第１実施形態または第２実施形態の構成をベースとして（図で
は第２実施形態の構成をベースとした場合を例示している）、前面側の斜め折り線９，９
の延長上に、前面板上縁を底辺とする二等辺三角形領域Ｂ１を内側に折り込むための前面
側補助斜め折り線１６，１６、背面側斜め折り線１０，１０の延長上に、背面板２の上縁
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を底辺とする二等辺三角形領域Ｂ２を蓋板６とともに内側に折り込むための背面側補助斜
め折り線１７，１７がそれぞれ設けられている。
【００６２】
こうすれば、図８（イ）（ロ）に示すように、前面側上部の二等辺三角形領域Ｂ１、及び
背面側上部の二等辺三角形領域Ｂ２と蓋板６も補助斜め折り線１６，１６，１７，１７に
よって内側に折り込まれるため、箱全体を大略四角形のよりコンパクトな形に変形させる
ことができ、とくに大形の箱に適する。
【００６３】
ところで、上記実施形態では環状蛍光灯が収容される元々扁平な段ボール箱を適用対象と
して例示したが、本発明は扁平でない箱、及び段ボール以外の紙材から成る箱を含めて種
々の紙箱に適用することができる。
【００６４】
また、非貫通の折り線（罫線または半切り線）を設ける場合、この折り線は箱外面側に設
けてもよい。
【００６５】
【発明の効果】
上記のように本発明によると、底板と、前面板の下縁を底辺とする前面側の二等辺三角形
領域と、背面板の下縁を底辺とする背面側の二等辺三角形領域とを内側に折り込んで箱全
体を左右両側板が相接近する扁平状態に変形させるための折り目を設けたから、箱全体を
そのまま扁平に変形させることができる。このため、一部を破断する公知技術のように破
断片や紙粉が生じるおそれがないとともに、破り取るための大きな力も不要で破り損じ等
のトラブルもなく、誰でも簡単、迅速に扁平化することができる。
【００６６】
しかも、破断せずに箱全体をそのまま変形させるため、復元が容易で再利用が可能となる
。
【００６７】
この場合、請求項３の発明によると、背面側の縦折り線を背面板と蓋板とに跨って設けた
から、蓋板が背面板とともに外折れに折れ易くなる。
【００６８】
一方、請求項４の発明によると、前面側及び背面側の縦折り線を底板を縦断する状態で連
続して設けたから、変形始点となる底板中心部を内側に折り込み易くなる。
【００６９】
このため、箱全体が変形し易くなり、扁平化操作が一層簡単となる。
【００７０】
また、請求項５の発明によると、底板中央部にＸ字形の底折り線を設けたから、底板をよ
りスムーズに折り込むことができ、かつ、箱全体をより扁平にすることができる。
【００７１】
請求項６の発明によると、前面側及び背面側の上部二等辺三角形領域も補助斜め折り線に
よって内側に折り込むことができるため、大形の箱でもコンパクトに変形させることがで
きる。
【００７２】
請求項７～１０の発明によると、各折り線を、紙材を厚み方向に貫通しない非貫通の折り
目として形成したから、ミシン目やジッパー等の貫通した切れ目を設ける場合と比較して
、箱の強度低下を抑えることができる。とくに各折り線が罫線として形成された請求項９
の発明によると、強度低下を最小限に抑えることができる。
【００７３】
また、請求項８の発明によると、各折り線を箱内面側に設けたから、この折り線が外部に
露呈せず、箱の美観を保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる紙箱を示す組立斜視図である。
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【図２】同紙箱の展開図である。
【図３】（イ）（ロ）（ハ）は同紙箱を扁平化する過程を示す概略斜視図である。
【図４】本発明の第２施形態にかかる紙箱の展開図である。
【図５】同紙箱の組立斜視図である。
【図６】同紙箱を扁平化する初期段階の部分拡大斜視図である。
【図７】本発明の第３実施形態にかかる紙箱の展開図である。
【図８】（イ）（ロ）は同紙箱を扁平化する過程を示す概略斜視図である。
【符号の説明】
１　前面板
２　背面板
３，４　左右両側面板
５　底板
６　蓋板
７　前面側縦折り線
８　背面側縦折り線
１１　縦折り線における底板縦断部分
９　前面側斜め折り線
１０　背面側斜め折り線
１３　底折り線
１６，１６　前面側補助斜め折り線
１７，１７　背面側補助斜め折り線

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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